
平成２４年度 第４回 

（仮称）釧路市自治基本条例検討委員会 次第 
 

■日時 平成 2４年１１月３０日（金）午後４時３０分～ 

■場所 釧路市役所２階 第３委員会室 

１ 開会 

 

 

２ 議事 

 

(１) 市にとって大きな争点となる政策 

 

 

 (２) 権力（者）の統制 

 

 

３ その他 

 

(1) 感想記入シートまとめについて 

 

(2) 重点的に検討・意見交換すべき項目について 

 

４ 閉会 

 

【配布資料】 

 資料１  市にとって大きな争点となる政策 

 資料２  権力（者）の統制 他市の事例 

 資料３  感想記入シートまとめ 

資料４  感想記入シート 

資料５  重点的に検討・意見交換すべき項目について 



市にとって大きな争点となる政策　-　公共施設の維持管理について　-

●施設評価・PDCAサイクルによる見直しのフローのイメージ

（参考：フィットネスセンター廃止時の情報公開等の経過）

H22.8   事業仕分けで「廃止」の結果公表【HP】　

H23.2   事業仕分け対応方針提示【2月議会】（現状維持は困難と考える。その上で対応についてさまざま検討する）

H23.6   H24.3で閉鎖との基本方針表明【6月議会】

H23.10 廃止条例についてのパブリックコメント実施【HP・広報】

H23.12 廃止条例否決／利用者２団体と市長との会談

H24.2   公開討論会「MOOフィットネスセンターを考える」開催（道新主催）

H24.3   廃止条例可決【2月議会】

※「釧路市公共施設等見直し指針（H24.3)」より作成
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情報公開・共有 市民参加・協働 行政運営

資料1 

客観的評価水準値 公 表 

検討案 

市民との意見交換 

検討案 公 表 

見直し 廃止 

一元化データのもと公共施設を評価 

客観的評価水準値 

庁内会議での総合的な検討 

政策的に方向性を決定 

公 表 見直し 廃止 

担当する部署が 

スケジュール・目標を設定し 

着実な進行管理 

継続 廃止 見直し 

課題改善 
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（仮称）釧路市自治基本条例検討委員会　感想記入シートまとめ（第３回終了時点）

委員会 分類 内容

第１回 委員長へ質問

委員長講演の「４－②市民参加の住民投票」の部分をもう少し詳しく聞きたい
・自治基本条例で住民投票を定めた場合、法的拘束力があるのかどうか。
・国会でも論議がなされていたと思うが、その辺りどうなっているのか。
・他都市ではどの程度踏み込んだ住民投票制度を設けているのか。

第１回 委員長へ質問
委員長講演の「４－④住民負担を求める～手数料の値上げ」もう少し詳しく聞きたい
・自治基本条例で市独自の税を設定等をすることは可能か。
・他都市では、住民負担という観点で、どのような取組がなされているのか。

第１回 感想等 資料の事前配布と委員会説明で条例検討の目的・内容・方法が理解できた。

第１回 感想等
権力者のチェックが厳しくなる一方、住民の不参加の権利や罰則等のないことから
実効性についての理解が難しい。

第１回 事務局へ要望 午後６時から開始できないか。

第１回 事務局へ要望 次回以降の検討課題（見通し、計画）はどのようになるのか。

第１回 感想等

まちの「良いところ」「悪いところ」を委員会で徹底的に語り合う。
市民全体にアンケート調査を行い、結果を広報を通して情報公開する。
先進自治体の表紙の振り替えやまねをしない。
市民の目線を「まちづくり」に向けさせる。

第１回 事務局へ要望
道内自治体の条例を参考にしつつも、独自の課題解決と街の活性化に直結しうるような
条例の制定が検討委の役割であり、その観点を常に踏まえて進めて欲しい。

第１回 事務局へ要望 先行自治体の現状を掘り下げ、抱える問題点を釧路市において考慮すべき

第１回 事務局へ要望 問題点の洗い出しは、ＫＪ法を用いた徹底的な洗い出しを。

第１回 感想等 市民興味を持つような、身近な問題提起をしていきたい。

第１回 感想等 「釧路市の財政を研究する会」と、相互で情報共有などをしていきたい。

第１回 事務局へ要望 他の市町村の先行事例などを教えて欲しい。

第１回 事務局へ要望 各委員会の議論での、中心課題の大枠を示して欲しい。

第２回 委員長へ質問
「コミュニティ」は曖昧な言葉であるが、斜里町では町内会という言葉を盛り込んでいる。
釧路市でも「コミュニティ」を具体化させ、より地域に判りやすい文言で表現すればよいのではないか。

第２回 委員長へ質問 東京・新宿区の「財政白書」（有料）のように、中学生でも理解できる、身近で親しみやすい言葉を努めて使用してはどうか。

第２回 委員長へ質問
個人情報保護の問題が、近年の孤立死、孤独死問題解決のネックになるなど、既存の法律の隘路を、この自治基本条例で上手く使い分けし、解消して
いく方法はないのか。

第２回 事務局へ質問 （仮称）の委員会名は、いつ決定するのか。

第２回 委員長へ質問
札幌市自治基本条例第20条第2項に「オンブズマンを置く」とあるが、運営方法や効果について教えて欲しい。また、全国ではどのくらい取り入れてい
る自治体があるのか。

第２回 委員長へ質問 札幌市自治基本条例第19条に「外部評価を取り入れるものとする」とあるが、運営方法等の実態について教えて欲しい。

第３回 委員長へ質問
本条例は、それぞれの地域の特性を活かす街づくりをするためのものと理解するが、素朴な疑問として、仮に策定までのプロセスが重要であったとし
ても、各地域とも内容が金太郎アメなのはどうしてなのか。

第３回 事務局へ質問 急ぐ必要はないが、条例の内容に係わる議論へ少しずつ誘導すべきではないか。

第３回 事務局へ質問
今後、具体的な議論をしていくことになると思うが、市民の範囲、住民投票と代議制度である議会との整合性、子供の権利と責任、本条例の最高規範
としての位置付けなど、たっぷりと時間をかけて議論したい。

資料３ 



ＦＡＸ送信先：０１５４－２２－４４７３ 

（釧路市都市経営課宛） 

           

感想記入シート 

第４回検討委員会（平成 24 年 11 月 30 日開催） 

※委員会の感想、

委員長への質問、

事務局への要望

等、自由に記入し

てください。 

 

 

【連絡先】 

             釧路市総合政策部都市経営課 担当 河面 

 電 話 番 号 ０１５４－３１－４５０２ 

 ＦＡＸ番号 ０１５４－２２－４４７３ 

             E-mail   ku8068@city.kushiro.lg.jp 

資料４ 



重点的に検討・意見交換すべき項目について

希望 特に検討・意見交換したい部分についてのコメント

◎ 「コミュニティ」という単語を使うべきかどうか

２．目的

市民の権利

市民の責務

子ども・未成年者の権利

事業者の権利・責務

外国人の権利・責務

市長の責務

職員の責務

議会の責務

議員の責務

議会運営

コミュニティ

コミュニティへの参加規定

自治会に関する規定

情報公開（提供、共有）

個人情報保護

市民参加・協働

計画・執行・評価への市民参加

住民投票

男女共同参画

パブリックコメント

基本構想・総合計画

財政計画

行政運営

行政評価

危機管理

行政手続

他自治体・国・道との連携

政策法務

公益通報

附属機関会議の公開

財政上の数値目標の設定

最高規範性

他条例との整合、位置付け

見直し・改正条項及び手続き

13．その他 条例を推進する市民組織

※　「希望」欄の書き方　◎：必ず検討すべき　　○：できれば検討したい　　×：検討は必要ない
※　◎は３項目、○は５項目程度でお願いします。

検討項目

12．条例の

　　　位置付け

10．市民参加・

　　　市民協働

９．情報公開・

　　　情報共有

８．コミュニティ等

11．行政運営

１．前文

３．基本理念・原則

６．市長・職員

７．議会・議員

４．「市民」の定義

（記入例）８．コミュニティ等　　　　　　コミュニティ

５．市民

資料５ 


